
集
会
に
は
全
国

か
ら
国
労
組
合
員
、

共
闘
の
仲
間
が
集

ま
っ
た
。

佐
々
木
副
委
員

長
の
司
会
で
始
ま

り
、
坂
口
委
員
長

挨
拶
、
交
運
労
協

住
野
議
長
、
全
労

協
金
澤
議
長
よ
り

長
時
間
労
働
の
是

正
な
ど
働
き
方
改

革
、
政
策
、
制
度

要
求
に
取
り
組
む
。

地
域
住
民
の
足
、
公
共
交
通
を

守
り
、
労
働
者
を
守
る
闘
い
を

と
激
励
を
頂
い
た
。

唐
沢
書
記
長
よ
り
春
闘
行
動

提
起
を
受
け
、
賃
金
引
上
げ
、

す
べ
て
の
労
働
者
の
正
規
社
員

化
、
労
働
条
件
改
善
な
ど
８
要

求
を
柱
に
安
全
安
定
輸
送
の
確

立
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
、
四
国
、
貨

物
に
対
す
る
国
か
ら
の
経
営
支

援
策
の
強
化
実
現
へ
向
け
て
全

力
で
闘
い
抜
く
。

各
エ
リ
ア
本
部
、
貨
物
よ
り

決
意
表
明
が
行
わ
れ
、
青
年
部

長
の
団
結
が
ん
ば
ろ
う
で
集
会

は
終
わ
り
、
デ
モ
行
進
で
は
沿

道
の
住
民
の
方
に
春
闘
を
と
も

に
が
ん
ば
ろ
う
と
訴
え
て
き
た
。

第１０号 こくろう みと 平成２９年３月２０日

客
貨
一
体
で
取
り
組
む

労働時間（３２条）

休憩時間を除いて１日に８時間、１週間に４０時間を超えて労働さ

せてはいけない。

変形労働時間制を採用することによって週４０時間労働にすること

もできます。

ＪＲは変形労働時間制を採用している。

変形労働時間の目的

社会情勢の変化に対応するとともに週休2日制の普及、年休日数の

増加、業務の繁閑による労働配分することで、労働時間を短縮するこ

と。

ＩＬＯ（国際労働機関）条約第1号

国際法では一日８時間、１週間４８時間労働

労働基準より緩いが日本は１号に批准していない。

なぜ批准しない。

労使間の３６協定により時間外、休日労働が適法となるため。

国労水戸地方本部

水戸市中央1-１—11

ＥＮＹビル２Ｆ

029-221-4008
発行責任者 塚原良雄

編集責任者 坂下 司

つ
な
げ
よ
う

技
術
（わ
ざ
）と

魂
（こ
こ
ろ
）と運

動
を

３
月
１
日
、
都
内
で
２
０
１
７
春
闘
勝
利
！
国

労
中
央
総
行
動
を
開
催
し
た
。
水
戸
か
ら
20
名
が

参
加
し
た
。

午
前
中
、
各
政
党
、
国
土
交
通
委
員
へ
の
要
請

行
動
、
午
後
か
ら
代
々
木
公
園
野
外
ス
テ
ー
ジ
で

集
会
・
新
宿
ま
で
デ
モ
行
進
を
行
っ
た
。

交
運
共
済
は
30
年
を
迎
え

ま
す
。
組
合
員
の
増
件
・
増

口
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

新
た
に
子
供
生
命
共
済
を

新
設
し
ま
し
た
。

提
出
期
限
は
直
接
返
送
で

５
月
12
日
必
着
で
す
。
お
早

目
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

全
国
交
運
共
済
よ
り


